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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

  

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自 平成17年 
   4月 1日 
至 平成17年 
   9月30日 

自 平成18年
   4月 1日 
至 平成18年 
   9月30日 

自 平成19年
   4月 1日 
至 平成19年 
   9月30日 

自 平成17年 
   4月 1日 
至 平成18年 
   3月31日 

自 平成18年
   4月 1日 
至 平成19年 
   3月31日 

売上高 (千円) 10,130,284 12,438,794 12,259,896 18,851,578 24,033,330 

経常利益 (千円) 1,218,601 868,239 389,900 1,682,933 1,239,178 

中間(当期)純利益 (千円) 701,006 658,678 392,896 1,133,065 923,023 

純資産額 (千円) 9,523,428 10,457,496 10,297,087 10,089,520 10,235,509 

総資産額 (千円) 20,415,066 23,371,037 24,054,393 20,523,388 24,492,796 

1株当たり純資産額 (円) 844.85 932.81 970.47 891.06 951.60 

1株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 62.27 58.98 37.24 97.35 83.87

潜在株式調整後 
1株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 62.16 58.75 36.70 96.80 83.49

自己資本比率 (％) 46.65 43.96 42.58 49.16 40.96 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 963,405 197,079 160,241 1,664,427 817,770

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △167,170 △164,221 117,183 △538,648 △1,607,841

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △646,030 182,613 △391,541 △1,136,715 928,966

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 838,285 892,616 701,923 677,144 816,040

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
503 
(72)

629
(79)

659
(106)

486 
(71)

632
(96)

(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。 

2.純資産額の算定に当たり、第44期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第8号)を適用しております。 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

  

回次 第43期中 第44期中 第45期中 第43期 第44期 

会計期間 

自 平成17年 
   4月 1日 
至 平成17年 
   9月30日 

自 平成18年
   4月 1日 
至 平成18年 
   9月30日 

自 平成19年
   4月 1日 
至 平成19年 
   9月30日 

自 平成17年 
   4月 1日 
至 平成18年 
   3月31日 

自 平成18年
   4月 1日 
至 平成19年 
   3月31日 

営業収益 (千円) 93,758 380,535 300,135 264,093 661,071 

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △48,719 205,017 89,246 △9,564 331,341

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △101,190 224,229 125,724 △38,920 362,496

資本金 (千円) 2,143,700 2,143,700 2,143,700 2,143,700 2,143,700 

発行済株式総数 (株) 12,613,037 12,613,037 12,613,037 12,613,037 12,613,037 

純資産額 (千円) 8,436,599 8,278,162 8,019,550 8,385,139 7,971,409 

総資産額 (千円) 9,186,496 9,300,539 9,503,866 9,219,324 9,391,751 

1株当たり純資産額 (円) 747.71 749.85 754.65 742.50 753.22 

1株当たり 
中間(当期)純利益又は 
1株当たり 
中間(当期)純損失(△) 

(円) △8.98 20.08 11.92 △4.14 32.94

潜在株式調整後 
1株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 20.00 11.74 ― 32.79

1株当たり配当額 (円) 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00

自己資本比率 (％) 91.84 88.79 83.80 90.95 84.55 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
8 

(－)
11
(－)

15
(－)

7 
(－)

11
(－)

(注)1.営業収益には消費税等は含まれておりません。 

2.第43期中間期および第43期は中間(当期)純損失が計上されているため潜在株式調整後1株当たり中間(当期)

純利益を記載しておりません。 

3.純資産額の算定に当たり、第44期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第8号)を適用しております。 



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

事業の種類別セグメントを記載していないため、従業員を事業部門別に示すと次のとおりであります。 

平成19年9月30日現在 

  

事業部門の名称 従業員数(人) 

インテリア 211(20) 

包材 59(32) 

機能品 18( 1) 

汎用品 95(23) 

編織 153(20) 

その他 123(10) 

合計 659(106) 

(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む他、常用パートを含んでおります。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派

遣社員等を含みます。)は当中間連結会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。 

2.その他部門として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない部門に所属しているものであ

ります。 



(2) 提出会社の状況 

平成19年9月30日現在 

  

(3) 労働組合の状況 

  

従業員数 15人 

(注)従業員数は就業人員(社外から当社への出向者を含んでおります。)であります。なお、臨時雇用者はおりませ

ん。 

ダイオ化成(株)については、昭和36年に結成されたダイオ化成労働組合(ＵＩゼンセン同盟所属)があり、組合

員数は73名であります。また、ヤマト化学工業(株)については、ＪＥＣ連合・化学一般ヤマト化学工業支部があ

り、組合員数は70名であります。ダイオ化成(株)およびヤマト化学工業(株)において、経営者と従業員は良好な

関係を維持しており、特記すべき事項はありません。当社及び上記以外の当社の関係会社には労働組合はありま

せん。 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出を牽引役とした企業業績が好調に推移したほか設備投資も底堅く引き続き拡

大局面にあるものの、いわゆる「サブプライム問題」が世界的に金融市場の動揺を誘う結果となったほか、個人消費が足踏みす

るなど長く続いた成長拡大にも若干のかげりがみえてきました。加えて石化原材料をはじめとする原材料価格の高騰が続いてお

り、当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しいものとなっております。 

このような外部環境のもとで、当社グループにおいては、各種生産合理化によるコストダウンに努めるとともに、製品歩留り

率の向上を図ることで原材料価格上昇の影響を緩和すべく努力いたしましたが、これらの施策では原材料価格上昇分をカバーし

きれず、製品売価への転嫁値上げをより一層進めざるを得ないと考えております。結果として、当中間連結会計期間の業績は、

売上高122億59百万円(前年同期比1.4%減)、経常利益3億89百万円(前年同期比55.1%減)、中間純利益3億92百万円(前年同期比

40.4%減)となりました。 

なお、各部門の状況を概観しますと、以下のとおりです。 

インテリア部門 

原材料費が上昇する一方、製品価格への転嫁も不充分なこと及び本年6月の改正建築基準法施行に伴う新築着工の遅れ等も影響

し、当部門の売上高は45億90百万円（前年同期比2.2%減）となりました。 

包材部門 

PP(ポリプロピレン)シートについては、小ロット受注を整理した結果収益性は向上、また、売上面は他製品でカバーできたこ

とから前年同期並を確保しました。その一方で、PS(ポリスチレン)シートについては、注力製品の切り替えに時間を要しており

売上面では前年同期実績を下回る結果となりました。弁当容器等の真空圧空成型製品について売上が伸び悩んだほか、開封テー

プの分野で、資材価格の値上げの影響により菓子メーカーが新規品の使用を差し控えたことなどから、当部門の売上高は15億99

百万円(前年同期比5.4%減)となりました。 

機能品部門 

光輝テープ・シートは、自動車向け分野についてはデザイントレンド等の影響から国内外ともに売上減少傾向にはあります

が、家電・雑貨等の新たな分野に取組んだ結果採用件数が増えました。また、メディカル資材は受注も安定しており底堅く推移

しました。その結果、当部門の売上高は4億79百万円(前年同期比4.7%増)となりました。 

汎用品部門 

建設仮設資材及び産業資材については、工場向けを中心とした資材の需要は底堅かったものの、一部廉価な輸入品の影響を受

けたほか、被覆分野等の農業資材は他素材との競合から売上が低迷、また、一般フィルム分野も低調でした。その結果、当部門

の売上高は18億78百万円(前年同期比5.3%減)となりました。 

編織部門 

生活資材は、主力の網戸張替用品は春先から天候要因にも恵まれ順調に推移したものの、 盛期の夏場において猛暑と大型台

風の到来があり天候が極端に振れたことから、全体としては横ばい推移となりましたが、農園芸用品が大幅に伸張したことによ

り増収となりました。農業資材は、農家向けの公的補助事業の減少あるいは天候要因等の影響から主力の防虫網、日除けシート

や土壌改良分野に力強さを欠きましたが、防獣網・量販ルートの防草シートあるいは新規のべたがけ資材の売上増が寄与し、結

果として売上は緩やかに増加しました。売上がやや減少した産業資材と併せた当部門の売上高は、37億7百万円(前年同期比2.8%

増)となりました。 



  
 (2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して1億14百万円減少し

7億1百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は1億60百万円(前年同期比18.7%減)となりました。 

 これは、売上債権の増加額3億95百万円、負ののれん償却額1億79百万円、法人税等の支払額1億21百万円等の支出要因があっ

たものの、減価償却費5億21百万円、税金等調整前中間純利益4億42百万円等の収入要因があったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果得られた資金は1億17百万円(前年同期は1億64百万円の使用)となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出4億79百万円、子会社株式の取得による支出90百万円等の支出要因があったものの、

投資有価証券の売却による収入4億74百万円、有形固定資産の売却による収入1億84百万円等の収入要因があったことによるも

のです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は3億91百万円(前年同期は1億82百万円の収入)となりました。 

 これは、短期借入れによる収入43億22百万円等の収入要因があったものの、短期借入金の返済による支出38億41百万円、長

期借入金の返済による支出6億64百万円、配当金の支払額1億5百万円等の支出要因があったことによるものです。 

  

当社グループは現在71億51百万円の有利子負債がありますが、今後も引き続き資本回転率を高めるべく、売上債権の流動化等

資産の圧縮を進め、財務体質の強化に取り組んでまいります。当社グループの信用能力や担保余力に基づいて可能な借入れや資

本調達能力を考慮いたしますと、当社グループの営業キャッシュ・フローが予測範囲にて推移した場合、現状の想定需要を充分

賄える範囲であると考えております。 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注)1.金額は実際原価によっております。 

2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.(株)シャインテクノの実績はその他部門に含まれております。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注)1.金額は仕入価格によっております。 

2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.(株)シャインテクノは当中間連結会計期間において仕入実績がないため該当事項はありません。 

  

  

  

事業部門の名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

インテリア 3,599,379 101.5 

包材 1,432,559 97.4 

機能品 215,705 99.2 

汎用品 1,575,863 100.2 

編織 1,371,632 110.3 

その他 19,958 ― 

合計 8,215,098 102.1 

事業部門の名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

インテリア 242,978 133.7 

包材 117,779 113.6 

機能品 69,388 51.2 

汎用品 201,207 101.8 

編織 738,923 107.6 

その他 264,836 106.7 

合計 1,635,114 105.2 



(3) 受注実績 

当中間連結会計期間の受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注)1.金額は標準原価によっております。 

2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.編織部門は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

4.(株)シャインテクノの実績はその他部門に含まれております。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注)1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

2.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3.(株)シャインテクノの実績はその他部門に含まれております。 

  

事業部門の名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

インテリア 3,814,382 99.3 20,667 60.6 

包材 1,385,765 86.3 309,537 90.1 

機能品 227,557 108.6 31,190 91.6 

汎用品 1,579,712 98.4 202,727 100.1 

その他 2,074 ― ― ― 

合計 7,009,491 96.5 564,123 91.8 

事業部門の名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

インテリア 4,590,812 97.8 

包材 1,599,918 94.6 

機能品 479,479 104.7 

汎用品 1,878,523 94.7 

編織 3,707,686 102.8 

その他 3,475 147.6 

合計 12,259,896 98.6 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

株式会社サンゲツ 1,251,016 10.1 1,235,502 10.1 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループはP&Fテクノロジー(プラスチックと繊維及び紙等の複合素材の加工技術)をビジネスコンセプトとして、永年蓄積し

た各種関連加工技術と設備によって新製品の研究開発に取り組んでまいりました。さらに既存製品についても、顧客の要望に応じ

て機能性の向上等たえず製品の改良を行い、用途や分野の拡大に努めております。 

現在の研究開発は全事業部門に専属の技術部門を設置する体制となっており、具体的には子会社日本ウェーブロック(株)の各事

業部に所属する技術部と調査部、子会社ダイオ化成(株)の技術開発部及び子会社ヤマト化学工業(株)の技術部にて行われ、グルー

プ内での横断的な運営によって顧客ニーズを適確に研究成果に反映できる体制となっております。当社グループが所有する工業所

有権は前連結会計年度末に比較し2件増加し、当中間連結会計期間末で227件となりました。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は3億3百万円となっており、この中には事業部門に区分が難しい費用が88百万円

あります。その主なものは、(株)シャインテクノで行っている研究開発活動によるものであります。 

部門別の研究開発の概要は次のとおりです。 

  

インテリア部門 

合成樹脂の原材料価格は依然として上昇を続けており、グループをあげて生産技術の改善によるコストダウン対策を進めてお

ります。加えて新規機能品の開発検討を進めております。 

また、改正大気汚染防止法によるVOC(揮発性有機化合物)削減要求に対し、これまで環境負荷の低減をテーマに活動してきた結

果に基づき、工場排出VOCの削減を目的とした工程改善を進めております。 

当部門に係る研究開発費は90百万円であります。 

  

包材部門 

長年培ってきた押出成型技術をベースに、押出同時ラミネートによる高付加価値シートや4種多層をはじめとする多層押出によ

る高機能シートの成型、さらにこれらのシートの真空圧空成型に至るまで、一貫した成型技術を確立し生産の高効率化を図ると

ともに、更なる高品質・高付加価値製品の開発・研究を進めております。 

また、リサイクル材の積極的な利用や原材料の検討等により、コストダウンや環境面への配慮も継続して進めてまいります。 

当部門に係る研究開発費は11百万円であります。 

  

機能品部門 

ファインラミネート・グループでは、光輝シートの光線透過性能の付加や意匠拡充を進めております。メッキでは調整の難し

い透過率を管理できる透過シートを開発し、LEDなどの光源を利用した自動車内装部品への採用が決定しました。また、カラーや

ヘアライン調のラインナップで金属やメッキとの差別化を図るとともに、軽量化のニーズにも応えた加飾シートを開発し、アミ

ューズメント部品やスーツケース等への製品化を進めております。また、新規塗工設備の稼動を開始し、従来品より輝度を上げ

た製品開発に取組んでおります。 

メディカル・グループでは 終製品が定期的な薬価改定による価格の引き下げを受けることから、常にコスト削減の必要があ

ります。そのため、当中間連結会計期間は原材料の見直しによるコストダウンのための開発を行いました。また各種機能面での

付加価値をあげるための開発を行い、品質面での競争力向上に努めています。 

当部門に係る研究開発費は52百万円であります。 

  

汎用品部門 

合成樹脂異素材の貼り合せ技術を向上させ、機能性を高めた製品開発を進めております。さらに市場性のある自動車用途への

展開を目指し、早期の製品化を図っております。 



ターポリン等の既存製品においては、省エネ・環境性能等の機能を高めた製品の開発に取組んでおり、引き続き顧客のニーズ

に対応した製品の特徴付けに取組んでおります。 

当部門に係る研究開発費は34百万円であります。 

  

編織部門 

農業用防虫網については、開発に成功した0.3mm目合いの高密度メッシュの技術を応用し、更なる高密度化と通風性の確保の両

立を目指して研究・試作を行っております。 

環境負荷軽減のため開発した生分解性樹脂を使用した資材については、土木緑化工事用ネット、植林作業における雑草防止ネ

ット、防護ネット等の用途に製品が広がりました。 

また、 近の原材料価格の高騰は、農業生産にも重大な影響を与えておりますが、ハウス内を保温し暖房コスト軽減に寄与す

るハウス内張り保温用カーテンの品質改善のための研究・試作を進めております。 

当部門に係る研究開発費は26百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

国内子会社 

当中間連結会計期間に以下の設備を売却いたしました。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

会社名 
事業所名 

事業部門の
名称 

設備の内容 

帳簿価格(千円)
従業員数
(名) 建物及び

構築物 
土地

(面積㎡) 
無形固定資産
(面積㎡) 

合計 

ダイオ化成(株) 編織 社宅 69,976
133,210
(387.23)

86,490
(428.19)

289,676 － 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当中間連結会

計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 50,000,000 

計 50,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年9月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 12,613,037 12,613,037
東京証券取引所
(市場第二部) 

― 

計 12,613,037 12,613,037 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成17年度新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか
る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 
 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  
また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお
いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1
円未満の端数は切り上げます。 

  

定時株主総会の特別決議日(平成17年6月20日) 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 206個 (注)1 206個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 20,600株 (注)2 20,600株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円 (注)3 1株当たり1円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成17年 7月26日～ 

平成47年 6月30日 

平成17年 7月26日～ 

平成47年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社及び当社子会社

の常勤取締役または常勤監査役を

退任した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約

権を行使することができる。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任した日の翌日から3ヶ

月を経過する日までの間に限り、

新株予約権を行使することができ

る。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 



②第1回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 
2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか
る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 
  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 
 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 
  
また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお
いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1
円未満の端数は切り上げます。 

  

定時株主総会の特別決議日(平成17年6月20日) 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 2,090個 (注)1 2,090個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 209,000株 (注)2 209,000株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,010円 (注)3 1株当たり1,010円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成19年 7月26日～ 

平成25年 6月30日 

平成19年 7月26日～ 

平成25年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,010円 

資本組入額   505円 

発行価格  1,010円 

資本組入額   505円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 



 また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

③第2回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

定時株主総会の特別決議日(平成17年6月20日) 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 25個 (注)1 25個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 2,500株 (注)2 2,500株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,106円 (注)3 1株当たり1,106円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成19年 8月26日～ 

平成25年 6月30日 

平成19年 8月26日～ 

平成25年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,106円 

資本組入額   553円 

発行価格  1,106円 

資本組入額   553円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④第3回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

 

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

定時株主総会の特別決議日(平成17年6月20日) 

  
中間会計期間末現在
(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在
(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 45個 (注)1 45個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 4,500株 (注)2 4,500株 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,614円 (注)3 1株当たり1,614円 (注)3

新株予約権の行使期間 
平成19年12月27日～
平成25年 6月30日 

平成19年12月27日～
平成25年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,614円
資本組入額   807円 

発行価格  1,614円
資本組入額   807円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成18年度新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 
  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 
  
また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、必要かつ合理的な範囲で払込金額を調整するものとし

ます。 

  

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 228個 (注)1 228個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 22,800株 (注)2 22,800株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円 (注)3 1株当たり1円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成18年 7月25日～ 

平成48年 6月30日 

平成18年 7月25日～ 

平成48年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社及び当社子会社

の常勤取締役または常勤監査役を

退任した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約

権を行使することができる。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任した日の翌日から3ヶ

月を経過する日までの間に限り、

新株予約権を行使することができ

る。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



②第4回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 2,175個 (注)1 2,175個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 217,500株 (注)2 217,500株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり909円 (注)3 1株当たり909円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成20年 7月25日～ 

平成26年 6月30日 

平成20年 7月25日～ 

平成26年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  909円 

資本組入額 455円 

発行価格  909円 

資本組入額 455円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合、当社が特別に新株予約

権を行使することを認めた場合は

この限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③第5回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 40個 (注)1 40個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 4,000株 (注)2 4,000株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり877円 (注)3 1株当たり877円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成20年 8月26日～ 

平成26年 6月30日 

平成20年 8月26日～ 

平成26年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  877円 

資本組入額 439円 

発行価格  877円 

資本組入額 439円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合、当社が特別に新株予約

権を行使することを認めた場合は

この限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④平成19年度新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 
  
 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 
  
また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、必要かつ合理的な範囲で払込金額を調整するものとし

ます。 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 389個 (注)1 389個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 38,900株 (注)2 38,900株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1円 (注)3 1株当たり1円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成19年 7月28日～ 

平成49年 6月30日 

平成19年 7月28日～ 

平成49年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

発行価格  1円 

資本組入額 0.5円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社及び当社子会社

の常勤取締役または常勤監査役を

退任した日の翌日から10日を経過

する日までの間に限り、新株予約

権を行使することができる。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任した日の翌日から3ヶ

月を経過する日までの間に限り、

新株予約権を行使することができ

る。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



⑤第6回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 2,240個 (注)1 2,240個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 224,000株 (注)2 224,000株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり644円 (注)3 1株当たり644円 (注)3 

新株予約権の行使期間 
平成21年 7月28日～ 

平成27年 6月30日 

平成21年 7月28日～ 

平成27年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  644円 

資本組入額 322円 

発行価格  644円 

資本組入額 322円 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合、当社が特別に新株予約

権を行使することを認めた場合は

この限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



⑥第7回新株予約権 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。 

2.当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されます。なお、かか

る調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われます。 

  

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 

 (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる) 

  

また、上記のほか、新株予約権発行日後に当社が他社を吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等にお

いては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されます。 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年9月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数 ― 80個 (注)1 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 ― 8,000株 (注)2 

新株予約権の行使時の払込金額 ― 1株当たり524円 (注)3 

新株予約権の行使期間 ― 
平成21年10月27日～ 

平成27年 6月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
― 

発行価格  524円 

資本組入額 262円 

新株予約権の行使の条件 ― 

 対象者は、当社の取締役、監査

役もしくは従業員または当社子会

社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあるときに限り、新株

予約権を行使できる。ただし、当

社または当社子会社の取締役、監

査役を任期満了により退任した場

合、定年退職その他正当な理由の

ある場合、当社が特別に新株予約

権を行使することを認めた場合は

この限りではない。 

対象者が死亡した場合、対象者

の相続人のうち、対象者の配偶

者、子、1親等の直系尊属に限り新

株予約権を行使することができ

る。ただし、相続人は、当該対象

者が死亡退任・退社した日の翌日

から10ヶ月を経過する日までの間

に限り、新株予約権を行使するこ

とができる。 

新株予約権の質入その他一切の

処分は認めない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権を譲渡するためには

当社取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項 
― ― 



3.新株予約権発行日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1

円未満の端数は切り上げます。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。 

  

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
1 

分割または併合の比率 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋ 
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 

1株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



  

(3) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年9月30日現在 

(注)1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

 三菱UFJ信託銀行株式会社   165千株 

2.上記以外に自己株式が  2,059千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 16.33 ％)あります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成19年 9月30日 ― 12,613,037 ― 2,143,700 ― 4,843,038 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

木根渕 弘水 東京都三鷹市 1,574 12.49 

三菱化学株式会社 東京都港区芝4丁目14番1号 1,000 7.93 

商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲2丁目10番17号 450 3.57 

木根渕 純 東京都港区 362 2.87 

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町1丁目1番5号
(東京都中央区晴海1丁目8番12号) 

329 2.61 

三菱UFJ信託銀行株式会社 
(常任代理人 日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
(東京都港区浜松町2丁目11番3号) 

165 1.31 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 145 1.15 

山本 鐵夫 東京都あきる野市 116 0.92 

ダイオ化成従業員持株会 東京都中央区明石町8番1号 106 0.85 

木根渕 建 東京都三鷹市 88 0.70 

計 ― 4,338 34.40 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年9月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成19年9月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 

― ― 

普通株式 2,059,700 

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,528,600 105,286 ― 

単元未満株式 普通株式 24,737 ― 1単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 12,613,037 ― ― 

総株主の議決権 ― 105,286 ― 

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 900株(議決権9個)含まれ

ております。 

2.「単元未満株式」には当社所有の自己株式が52株含まれております。 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
ウェーブロックホールディ
ングス株式会社 

東京都中央区明石町8番1号 2,059,700 ― 2,059,700 16.3

計 ― 2,059,700 ― 2,059,700 16.3 

月別 平成19年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

高(円) 716 697 625 626 606 510 

低(円) 660 580 598 585 495 483 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結

会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財

務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間

(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)及び前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30

日)は証券取引法第193条の2の規定に基づき、また当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)及び当中間会計期

間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(%) 金額(千円)
構成比
(%) 金額(千円) 構成比

(%) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

1. 現金及び預金     892,616     701,923     816,040  

2. 受取手形及び売掛金 ※4   5,125,432     5,178,197     4,782,225  

3. たな卸資産     3,189,164     3,720,254     3,667,458  

4. その他     955,556     842,488     883,977  

5. 貸倒引当金     △172,354     △56,988     △120,170  

流動資産合計     9,990,415 42.7   10,385,876 43.2   10,029,531 40.9

Ⅱ 固定資産                    

1. 有形固定資産                    

(1) 建物及び構築物 ※1,2 3,492,608     3,658,736     3,598,135    

(2) 機械装置 
  及び運搬具 ※1,2 1,681,156   2,190,382 2,140,222   

(3) 土地 ※2 6,049,332     6,001,485     6,134,695    

(4) その他 ※1 298,585 11,521,683 49.3 291,420 12,142,024 50.5 551,133 12,424,187 50.7

2. 無形固定資産     178,372 0.8   230,464 0.9   334,501 1.4

3. 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券 ※2 1,173,665     598,248     1,148,979    

(2) その他   517,703     700,851     557,043    

(3) 貸倒引当金   △10,803 1,680,565 7.2 △3,073 1,296,027 5.4 △1,447 1,704,575 7.0

固定資産合計     13,380,621 57.3   13,668,516 56.8   14,463,264 59.1

資産合計     23,371,037 100.0   24,054,393 100.0   24,492,796 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(%) 金額(千円)
構成比
(%) 金額(千円) 構成比

(%) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

1. 支払手形及び買掛金 ※4   2,749,167     3,021,977     2,957,452  

2. 短期借入金 ※2   3,761,412     4,115,096     3,690,170  

3. 一年以内に償還予定 
  の社債    200,000 100,000   200,000 

4. 賞与引当金     283,234     273,437     230,285  

5. 役員賞与引当金     17,500     13,086     ―  

6. その他     1,187,519     1,061,540     1,342,162  

流動負債合計     8,198,833 35.1   8,585,137 35.7   8,420,070 34.4

Ⅱ 固定負債                    

1. 社債     100,000     ―     ―  

2. 長期借入金 ※2   2,160,332     2,927,311     3,535,669  

3. 退職給付引当金     1,326,112     1,369,518     1,370,443  

4. 役員退職慰労引当金     105,672     ―     ―  

5. 長期未払金     ―     68,073     89,002  

6. 負ののれん     968,286     700,422     797,163  

7. その他     54,303     106,842     44,936  

固定負債合計     4,714,707 20.2   5,172,167 21.5   5,837,216 23.8

負債合計     12,913,540 55.3   13,757,305 57.2   14,257,286 58.2

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

1. 資本金     2,143,700 9.2   2,143,700 8.9   2,143,700 8.7

2. 資本剰余金     4,843,758 20.7   4,843,038 20.1   4,843,758 19.8

3. 利益剰余金     4,561,437 19.5   4,997,016 20.8   4,715,653 19.3

4. 自己株式     △1,517,493 △6.5   △1,852,989 △7.7   △1,862,595 △7.6

株主資本合計     10,031,402 42.9   10,130,765 42.1   9,840,516 40.2

Ⅱ 評価・換算差額等                    

1. その他有価証券 
  評価差額金    241,407 1.0 110,839 0.5   191,929 0.8

Ⅲ 新株予約権     20,206 0.1   55,482 0.2   30,416 0.1

Ⅳ 少数株主持分     164,479 0.7   ― ―   172,646 0.7

純資産合計     10,457,496 44.7   10,297,087 42.8   10,235,509 41.8

負債純資産合計     23,371,037 100.0   24,054,393 100.0   24,492,796 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(%) 金額(千円)
百分比
(%) 金額(千円) 百分比

(%) 

Ⅰ 売上高     12,438,794 100.0   12,259,896 100.0   24,033,330 100.0

Ⅱ 売上原価     9,429,839 75.8   9,644,384 78.7   18,711,010 77.9

売上総利益     3,008,955 24.2   2,615,512 21.3   5,322,320 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   2,342,237 18.8   2,470,647 20.1   4,473,369 18.6

営業利益     666,717 5.4   144,864 1.2   848,951 3.5

Ⅳ 営業外収益                    

1. 受取利息   1,831     3,980     6,364    

2. 仕入割引   18,993     23,000     41,374    

3. 負ののれん償却額   166,956     179,387     338,079    

4. 持分法による 
  投資利益   840   2,395 ―   

5. 為替差益   20,985     ―     34,016    

6. 受取保険金   ―     63,053     ―    

7. その他   50,620 260,227 2.1 64,518 336,335 2.7 110,241 530,076 2.2

Ⅴ 営業外費用                    

1. 支払利息   30,885     61,268     79,804    

2. 売上割引   5,601     7,367     8,221    

3. 手形売却損   12,294     15,713     26,909    

4. 持分法による 
  投資損失   ―     ―     6,370    

5. 為替差損   ―     900     ―    

6. その他   9,924 58,705 0.5 6,049 91,299 0.7 18,544 139,850 0.5

経常利益     868,239 7.0   389,900 3.2   1,239,178 5.2

Ⅵ 特別利益                    

1. 固定資産売却益 ※2 3,832     30     4,356    

2. 投資有価証券売却益   4,528     44,000     4,690    

3. 貸倒引当金戻入益   12,000 20,361 0.1 61,535 105,566 0.9 40,466 49,512 0.2

Ⅶ 特別損失                    

1. たな卸資産評価損   ―     ―     5,389    

2. 固定資産売却損 ※3 ―     51,817     264    

3. 固定資産除却損 ※4 3,966     190     12,503    

4. 投資有価証券売却損   ― 3,966 0.0 586 52,594 0.5 62 18,219 0.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益    884,633 7.1 442,872 3.6   1,270,471 5.3

法人税、住民税 
及び事業税   199,534   74,305 277,962   

法人税等調整額   △49,090 150,444 1.2 △24,329 49,975 0.4 △14,817 263,144 1.1

少数株主利益     75,510 0.6   ― ―   84,303 0.4

中間(当期)純利益     658,678 5.3   392,896 3.2   923,023 3.8

           



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

  

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,846,837 4,050,441 △1,289,785 9,751,193 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当(注)     △112,826   △112,826 

役員賞与(注)     △36,000   △36,000 

中間純利益     658,678   658,678 

自己株式の取得       △230,789 △230,789 

自己株式の処分   △3,078   3,081 3 

持分法適用会社の減少に伴う 
剰余金増加高     1,143   1,143 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) － △3,078 510,995 △227,707 280,209 

平成18年9月30日残高(千円) 2,143,700 4,843,758 4,561,437 △1,517,493 10,031,402 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年3月31日残高(千円) 338,326 － － 10,089,520 

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当(注)       △112,826 

役員賞与(注)       △36,000 

中間純利益       658,678 

自己株式の取得       △230,789 

自己株式の処分       3 

持分法適用会社の減少に伴う 
剰余金増加高       1,143 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) △96,919 20,206 164,479 87,766 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △96,919 20,206 164,479 367,976 

平成18年9月30日残高(千円) 241,407 20,206 164,479 10,457,496 



当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,758 4,715,653 △1,862,595 9,840,516 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当     △105,427   △105,427 

中間純利益     392,896   392,896 

自己株式の取得       △199 △199 

自己株式の処分   △720 △6,106 9,806 2,978 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) － △720 281,363 9,606 290,248 

平成19年9月30日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 4,997,016 △1,852,989 10,130,765 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 
評価差額金 

平成19年3月31日残高(千円) 191,929 30,416 172,646 10,235,509 

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当       △105,427 

中間純利益       392,896 

自己株式の取得       △199 

自己株式の処分       2,978 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額(純額) △81,089 25,065 △172,646 △228,671 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △81,089 25,065 △172,646 61,577 

平成19年9月30日残高(千円) 110,839 55,482 － 10,297,087 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,846,837 4,050,441 △1,289,785 9,751,193 

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当     △222,954   △222,954 

役員賞与     △36,000   △36,000 

当期純利益     923,023   923,023 

自己株式の取得       △575,891 △575,891 

自己株式の処分   △3,078   3,081 3 

持分法適用会社の減少に伴う 
剰余金増加高     1,143   1,143 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ― △3,078 665,212 △572,810 89,323 

平成19年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,758 4,715,653 △1,862,595 9,840,516 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 

評価差額金 

平成18年3月31日残高(千円) 338,326 ― ― 10,089,520 

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当       △222,954 

役員賞与       △36,000 

当期純利益       923,023 

自己株式の取得       △575,891 

自己株式の処分       3 

持分法適用会社の減少に伴う 
剰余金増加高       1,143 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) △146,397 30,416 172,646 56,666 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △146,397 30,416 172,646 145,989 

平成19年3月31日残高(千円) 191,929 30,416 172,646 10,235,509 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間(当期)純利益   884,633 442,872 1,270,471 

減価償却費   377,384 521,359 855,276 

株式報酬費用   20,206 28,033 30,416 

負ののれん償却額   △166,956 △179,387 △338,079 

持分法による投資利益   △840 △2,395 ― 

持分法による投資損失   ― ― 6,370 

貸倒引当金の増減額(減少：△)   20,278 △61,556 △41,260 

賞与引当金の増減額(減少：△)   64,646 43,152 11,696 

役員賞与引当金の増減額 
(減少：△)   17,500 13,086 ― 

退職給付引当金の増減額 
(減少：△)   30,672 △925 75,004 

役員退職慰労引当金 
の増減額(減少：△)   △342,800 ― △342,800 

受取利息及び受取配当金   △15,423 △18,214 △24,372 

支払利息   30,885 61,268 79,804 

投資有価証券売却益   △4,528 △44,000 △4,690 

投資有価証券売却損   ― 586 62 

たな卸資産評価損   ― ― 5,389 

固定資産売却益   △3,832 △30 △4,356 

固定資産売却損   ― 51,817 264 

固定資産除却損   3,966 190 12,503 

売上債権の増減額(増加：△)   △327,079 △395,972 16,127 

たな卸資産の増減額(増加：△)   24,496 △52,796 △459,186 

仕入債務の増減額(減少：△)   194,573 △51,452 384,271 

未払消費税等の増減額 
(減少：△)   △111,234 49,464 △169,528 

役員賞与支払額   △36,000 ― △36,000 

その他の増減額   114,506 △85,188 262,131 

 小計   775,055 319,910 1,589,516 

利息及び配当金の受取額   14,631 18,946 24,312 

利息の支払額   △28,898 △56,885 △80,288 

法人税等の支払額   △563,709 △121,730 △715,769 

営業活動による 
キャッシュ・フロー   197,079 160,241 817,770 



  

  
  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有価証券の売却による収入   8,305 3,282 16,495 

有形固定資産の取得による支出   △157,643 △479,019 △1,381,587 

有形固定資産の売却による収入   15,163 184,664 15,640 

無形固定資産の取得による支出   △18,843 △12,225 △193,930 

無形固定資産の売却による収入   ― 56,620 ― 

投資有価証券の取得による支出   △1,952 △22,264 △74,586 

投資有価証券の売却による収入   5,148 474,963 8,005 

新規連結子会社取得による収入   4,384 ― 4,384 

子会社株式の取得による支出   ― △90,000 ― 

貸付けによる支出   △20,300 ― △54,300 

貸付金の回収による収入   1,755 1,161 52,804 

その他の増減額   △240 ― △767 

投資活動による 
キャッシュ・フロー   △164,221 117,183 △1,607,841 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

短期借入れによる収入   6,893,000 4,322,000 12,888,000 

短期借入金の返済による支出   △6,108,000 △3,841,000 △12,582,000 

長期借入れによる収入   295,200 ― 4,233,000 

長期借入金の返済による支出   △451,907 △664,432 △2,606,612 

社債の償還による支出   △100,000 △100,000 △200,000 

自己株式の取得による支出   △230,789 △199 △575,891 

自己株式の売却による収入   3 10 3 

配当金の支払額   △112,826 △105,427 △222,954 

その他の増減額   △2,066 △2,492 △4,578 

財務活動による 
キャッシュ・フロー   182,613 △391,541 928,966 

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少：△)   215,471 △114,116 138,895 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   677,144 816,040 677,144 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 ※1 892,616 701,923 816,040 

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

1 連結の範囲に関す

る事項 

イ 連結子会社の数 7社 

当該連結子会社は、

日本ウェーブロック

(株)、ダイオ化成

(株)、ボンガード工業

(株)、サクラポリマー

(株)、デスタック工業

(株)、(株)シャインテ

クノ、ヤマト化学工業

(株)であります。 

なお、(株)シャイン

テクノは、平成18年4

月24日付で新たに設立

したことにより、また

ヤマト化学工業(株)

は、平成18年4月27日

付で当社子会社の日本

ウェーブロック(株)が

新たに株式の60％を取

得したことにより、当

社の子会社となったた

め、当中間連結会計期

間より連結の範囲に含

めることといたしまし

た。 

イ 連結子会社の数 8社 

主要な連結子会社

は、日本ウェーブロッ

ク(株)、ダイオ化成

(株)、ヤマト化学工業

(株)であります。 

  

イ 連結子会社の数 8社 

主要な連結子会社

は、日本ウェーブロッ

ク(株)、ダイオ化成

(株)、ヤマト化学工業

(株)であります。 

なお、(株)シャイン

テクノ(平成18年4月24

日付)、掛川ソーイン

グ(株)(平成18年11月1

日付)及びダイオテッ

ク(株)(平成18年12月1

日付)は新たに設立さ

れたことにより、また

ヤマト化学工業(株)

は、平成18年4月27日

付で当社子会社の日本

ウェーブロック(株)が

新たに株式の60％を取

得したことにより、当

社の子会社となったた

め、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含める

ことといたしました。 

また、前連結会計年

度において連結子会社

であったボンガード工

業(株)は、平成18年12

月1日付にて子会社日

本ウェーブロック(株)

に吸収合併されたた

め、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外

しております。 

  ロ 主要な非連結子会社の

名称等 

主要な非連結子会社 

中央プラスチック工

業協同組合 

(連結の範囲から除い

た理由) 

非連結子会社は小規

模であり、総資産、中

間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため

であります。 

ロ 主要な非連結子会社の

名称等 

同左 

  

  

(連結の範囲から除い

た理由) 

同左 

ロ 主要な非連結子会社の

名称等 

同左 

  

  

(連結の範囲から除い

た理由) 

非連結子会社は小規

模であり、総資産、当

期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであ

ります。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

2 持分法の適用に関

する事項 

イ 持分法適用の関連会社

数      0社 

前連結会計年度にお

いて持分法を適用して

おりましたスリーエイ

化学(株)については、

同社に対する影響力の

低下により、関連会社

に該当しなくなったた

め、当中間連結会計期

間より持分法を適用し

ておりません。 

イ 持分法適用の関連会社

数      1社 

当該持分法適用の関

連会社は、(株)エスウ

ェルであります。 

  

イ 持分法適用の関連会社

数      1社 

当該持分法適用の関

連会社は、(株)エスウ

ェルであります。 

なお、(株)エスウェ

ルは、平成18年11月24

日付で当社子会社の日

本ウェーブロック(株)

が新たに株式の26％を

取得したことにより、

当社の関連会社となっ

たため、当連結会計年

度より持分法を適用す

ることといたしまし

た。 

また、前連結会計年

度において持分法を適

用しておりましたスリ

ーエイ化学(株)につい

ては、同社に対する影

響力の低下により、関

連会社に該当しなくな

ったため、当連結会計

年度より持分法を適用

しておりません。 

  ロ 持分法を適用していな

い非連結子会社中央プラ

スチック工業協同組合の

中間純損益及び利益剰余

金等は、それぞれ中間連

結純損益及び利益剰余金

等に関して中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、持分法

を適用しておりません。 

ロ  同左   ロ 持分法を適用していな

い非連結子会社中央プラ

スチック工業協同組合の

当期純損益及び利益剰余

金等は、それぞれ連結純

損益及び利益剰余金等に

関して連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていな

いため、持分法を適用し

ておりません。 

3 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間期の末

日と中間連結決算日は一致

しております。 

同左 連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

4 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

  

  

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)

によっております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法によっており

ます(評価差額は全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)。 

  

  

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法によっております

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)。 

  時価のないもの 

移動平均法による

原価法によっており

ます。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ロ デリバティブ 

時価法によっておりま

す。 

ロ デリバティブ 

同左 

ロ デリバティブ 

同左 

  ハ たな卸資産 

総平均法による原価

法によっております。

ただし、連結子会社ダ

イオ化成(株)について

は、商品・原材料に関

しては月別総平均法に

よる原価法、貯蔵品に

関しては最終仕入原価

法によっております。 

また、連結子会社ヤマ

ト化学工業(株)につい

ては、原材料・貯蔵品

に関しては移動平均法

による原価法によって

おります。 

ハ たな卸資産 

同左 

ハ たな卸資産 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

イ 有形固定資産 

定率法(ただし、平

成10年4月1日以降に取

得した建物(付属設備

を除く。)は定額法)に

よっております。 

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

2～50年 

機械装置及び運搬具 

2～10年 

イ 有形固定資産 

定率法(ただし、平

成10年4月1日以降に取

得した建物(付属設備

を除く。)は定額法)に

よっております。 

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

2～50年 

機械装置及び運搬具 

2～8年 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年3

月30日 法律第6号)及

び(法人税法施行令の

一部を改正する法令

平成19年3月30日 政

令第83号))に伴い、当

中間連結会計期間か

ら、平成19年4月1日以

降に取得したものにつ

いては、改正後の法人

税法に基づく方法に変

更しております。 

これに伴い、前中間

連結会計期間と同一の

方法によった場合と比

べ、売 上 総 利 益 が

9,099 千 円、営 業 利

益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益が

10,954千円それぞれ減

少しております。 

(追加情報) 

当中間連結会計期間

から、平成19年3月31

日以前に取得したもの

については、償却可能

限度額まで償却が終了

した翌年から5年間で

均等償却する方法によ

っております。 

当該変更に伴い、売

上総利益が19,115千

円、営業利益、経常利

益及び税金等調整前中

間純利益が20,182千円

それぞれ減少しており

ます。 

イ 有形固定資産 

定率法(ただし、平

成10年4月1日以降に取

得した建物(付属設備

を除く。)は定額法)に

よっております。 

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

2～50年 

機械装置及び運搬具 

2～10年 



  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

  ロ 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

社内における利用可

能期間(5年間)に基づ

く定額法によっており

ます。 

ロ 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

ロ 無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

ア 

同左 

商標権 

5年～10年にわたり

毎年度均等償却してお

ります。 

商標権 

7年～10年にわたり

毎年度均等償却してお

ります。 

商標権 

5年～10年にわたり

毎年度均等償却してお

ります。 

ハ 長期前払費用 

定額法によっており

ます。 

ハ 長期前払費用 

同左 

ハ 長期前払費用 

同左 

(3) 重要な引当金の

計上基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等

の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権

については貸倒実績率

等により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を勘案し、回収懸念額

を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき当中間連

結会計期間負担額を計

上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。 

  ハ 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備

えるため、支給見込額

に基づき当中間連結会

計期間負担額を計上し

ております。 

ハ 役員賞与引当金 

同左 

ハ 役員賞与引当金 

―――― 

  二 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

数理計算上の差異は

翌連結会計年度に一括

処理することとしてお

ります。 

二 退職給付引当金 

同左 

二 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

数理計算上の差異は

翌連結会計年度に一括

処理することとしてお

ります。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

  ホ 役員退職慰労引当金 

平成17年3月末をも

って当社及び連結子会

社において役員退職慰

労金制度を廃止してお

ります。 

なお、廃止までの要

支給額を役員退職慰労

引当金として計上して

おります。 

ホ 役員退職慰労引当金 

―――― 

ホ 役員退職慰労引当金 

―――― 

(4) 重要なリース取

引の処理方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

(5) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの基本となる

重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜方式によってお

ります。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

  ロ 連結納税制度の適用 

当中間連結会計期間

から連結納税制度を適

用しております。 

ロ 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用

しております。 

ロ 連結納税制度の適用 

当連結会計年度から

連結納税制度を適用し

ております。 

5 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引出可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から3ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引出可能な預金

及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 



  
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

当中間連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準第5号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準適用指針第8号)並

びに改正後の「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年8月11日 企業会

計基準第1号)及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年8

月11日 企業会計基準適用指針

第2号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響

はありません。 

なお、従来の「資本の部」の

合 計 に 相 当 す る 金 額 は

10,272,810千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間に

おける中間連結財務諸表は、改

正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。 

―――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当連結会計年度から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準

第5号)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第8号)並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年8

月11日 企業会計基準第1号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準の適用指針」 

(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第2号)を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は10,032,446千

円であります。 

連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(企業結合に係る会計基準等) 

当中間連結会計期間から「企

業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及

び「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第7

号)並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する

適用指針」(企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用してお

ります。 

―――― (企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合

に係る会計基準」(企業会計審議

会 平成15年10月31日)及び「事

業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第7号)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準委員会 最終改正

平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号)を適用しており

ます。 

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当中間連結会計期間から「ス

トック・オプション等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基

準第8号)及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年5月31日 企業

会計基準適用指針第11号)を適用

しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

が20,206千円減少しておりま

す。 

―――― (ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

当連結会計年度から「ストッ

ク・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準

第8号)及び「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年5月31日 企業会

計基準適用指針第11号)を適用し

ております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

が30,416千円減少しておりま

す。 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間から「役

員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第4号)を適

用しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

が17,500千円減少しておりま

す。 

―――― (役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度から「役員賞

与に関する会計基準」 (企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第4号)を適用

しております。 

これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

が24,500千円減少しておりま

す。 



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

(中間連結貸借対照表) 

1.前中間連結会計期間において「投資その他の資産」

に含めて表示しておりました「投資有価証券」につ

いては、資産総額の100分の5超となったため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間における「投資有価証

券」の金額は924,660千円であります。 

2.「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間から「負

ののれん」として表示しております。 

  

(中間連結損益計算書) 

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間か

ら「負ののれん償却額」として表示しております。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間か

ら「負ののれん償却額」として表示しております。 

―――― 



追加情報 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

―――― (役員退職慰労金) 

平成17年3月末をもって当社お

よび連結子会社において役員退職

慰労金制度を廃止しております。 

従来、廃止までの要支給額を、

役員退職慰労引当金として表示し

ておりましたが、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会監査・

保証実務委員会 改正平成19年4

月13日 監査・保証実務委員会報

告第42号)が公表されたことによ

り、前連結会計年度から長期未払

金として表示しております。 

(役員退職慰労金) 

平成17年3月末をもって当社お

よび連結子会社において役員退職

慰労金制度を廃止しております。 

従来、廃止までの要支給額を、

役員退職慰労引当金として表示し

ておりましたが、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会監査・

保証実務委員会 改正平成19年4

月13日 監査・保証実務委員会報

告第42号)が公表されたことによ

り、当連結会計年度から流動負債

の「その他」および長期未払金と

して表示しております。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年9月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年3月31日) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

10,622,784千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

11,175,930千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

10,751,645千円 

※2 担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1) 工場財団抵当として担保に

供している資産 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 445,144千円

機械装置及び 
運搬具 

93,879 

土地 322,037 

計 861,061 

短期借入金 1,150,000千円

長期借入金 750,000 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,900,000 

※2 担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1) 工場財団抵当として担保に

供している資産 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 412,333千円

機械装置及び
運搬具 

81,711

土地 322,037 

計 816,083 

短期借入金 1,090,000千円

長期借入金 810,000 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,900,000 

※2 担保に供している資産並びに担

保付債務は次のとおりでありま

す。 

(1) 工場財団抵当として担保に

供している資産 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 428,579千円

機械装置及び
運搬具 

90,699 

土地 322,037 

計 841,316 

短期借入金 1,050,000千円

長期借入金 850,000 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,900,000 

(2) その他 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 604,957千円

土地 1,302,867 

投資有価証券 32,976 

計 1,940,801 

短期借入金 585,000千円

長期借入金 761,382 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,346,382 

(2) その他 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 570,480千円

土地 1,302,867 

投資有価証券 23,580 

計 1,896,928 

短期借入金 580,000千円

長期借入金 899,130 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,479,130 

(2) その他 

上記に対応する債務 

建物及び構築物 587,785千円

土地 1,302,867 

投資有価証券 27,324 

計 1,917,976 

短期借入金 461,000千円

長期借入金 1,029,248 

(1年以内返済予定の長期借入金
を含む) 

計 1,490,248 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 438,941千円

裏書譲渡高 221,439 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 455,324千円

裏書譲渡高 109,673 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 405,356千円

裏書譲渡高 190,884 

※4 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形 72,715千円

支払手形 36,280 

※4 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形 122,901千円

支払手形 34,527 

※4 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残

高に含まれております。 

受取手形 88,908千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

※1 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当 516,703千円

賞与引当金 
繰入額 

120,548 

役員賞与引当金 

繰入額 
17,500 

退職給付費用 23,918 

荷造運送費 508,870 

研究開発費 210,655 

貸倒引当金 
繰入額 

43,216 

※1 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当 543,298千円

賞与引当金
繰入額 

111,439

役員賞与引当金

繰入額 
13,086 

退職給付費用 29,817 

荷造運送費 497,403 

研究開発費 278,861

貸倒引当金
繰入額 

7

※1 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当 1,049,857千円

賞与引当金
繰入額 

89,397 

退職給付費用 51,408 

荷造運送費 978,386 

貸倒引当金
繰入額 

10,138 

※2 固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 1,926千円

土地 1,870 
工具器具備品 
(「有形固定資産」 
の「その他」) 

35 

計 3,832 

※2 固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。 

工具器具備品
(「有形固定資産」
の「その他」) 

30千円

※2 固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 1,926千円

土地 1,870 
機械装置及び
運搬具 

523 

工具器具備品
(「有形固定資産」 
の「その他」) 

35 

計 4,356 

※3     ――――― ※3 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 12,869千円

機械装置及び
運搬具 

741 

土地 8,314 
工具器具備品
(「有形固定資産」
の「その他」) 

20 

無形固定資産 29,870 

計 51,817 

※3 固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

機械装置及び
運搬具 

264千円

※4 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 38千円

機械装置及び 
運搬具 

687 

工具器具備品 
(「有形固定資産」 
の「その他」) 

3,210 

長期前払費用 
(「投資その他の資
産」の「その他」) 

30 

計 3,966 

※4 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

機械装置及び
運搬具 

75千円

工具器具備品
(「有形固定資産」
の「その他」) 

115 

計 190 

※4 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物及び構築物 1,209千円

機械装置及び
運搬具 

5,333 

工具器具備品
(「有形固定資産」 
の「その他」) 

5,490 

長期前払費用
(「投資その他の資
産」の「その他」) 

470 

計 12,503 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付による増加       273,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加   78株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による自己株式の交付  3,200株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,613,037 ― ― 12,613,037 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,330,361 273,078 3,200 1,600,239 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円） 

前連結
会計年度末

増加 減少 
当中間連結 
会計期間末 

提出会社 

平成17年度 
新株予約権 

普通株式 29,100 ― 3,200 25,900 ― 

平成18年度 
新株予約権 

― ― ― ― ― 15,052 

第1回 
新株予約権 

普通株式 223,000 ― 5,000 218,000 ― 

第2回 
新株予約権 

普通株式 2,500 ― ― 2,500 ― 

第3回 
新株予約権 

普通株式 4,500 ― ― 4,500 ― 

第4回 
新株予約権 

― ― ― ― ― 5,085 

第5回 
新株予約権 

― ― ― ― ― 69 

合計 259,100 ― 8,200 250,900 20,206 

(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものとして仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 

2.目的となる株式の数の変動事由の概要 

 平成17年度新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

 第1回新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。 

3.第1回新株予約権、第2回新株予約権、第3回新株予約権、第4回新株予約権及び第5回新株予約権は、権利行

使期間の初日が到来しておりません。 



  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

  

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月20日 
定時株主総会 

普通株式 112,826 10 平成18年3月31日 平成18年6月20日 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年10月23日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 110,127 10 平成18年9月30日 平成18年12月1日 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   330株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による自己株式の交付  10,900株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,613,037 ― ― 12,613,037 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,070,322 330 10,900 2,059,752 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円） 

前連結
会計年度末

増加 減少 
当中間連結 
会計期間末 

提出会社 
ストック・オプシ
ョンとしての新株
予約権 

― 55,482 

合計 ― 55,482 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年5月10日 
取締役会 

普通株式 105,427 10 平成19年3月31日 平成19年6月21日 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年10月23日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 105,532 10 平成19年9月30日 平成19年12月3日 



前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 市場買付による増加       743,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加   161株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストック・オプションの行使による自己株式の交付  3,200株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 12,613,037 ― ― 12,613,037 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1,330,361 743,161 3,200 2,070,322 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当連結 
会計年度 
末残高 
（千円） 

前連結
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 

平成18年度にスト
ック・オプション
として発行した新
株予約権 

― ― ― ― ― 30,416 

合計 ― ― ― ― 30,416 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月20日 
定時株主総会 

普通株式 112,826 10 平成18年3月31日 平成18年6月20日 

平成18年10月23日 
取締役会 

普通株式 110,127 10 平成18年9月30日 平成18年12月1日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年5月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 105,427 10 平成19年3月31日 平成19年6月21日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

※1 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成18年9月30日現在) 

現金及び預金勘定 892,616千円

現金及び 
現金同等物 

892,616 

※1 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

(平成19年9月30日現在) 

現金及び預金勘定 701,923千円

現金及び 
現金同等物 

701,923

※1 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

  

(平成19年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 816,040千円

現金及び
現金同等物 

816,040 



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

区分 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 

相当額 
(千円) 

機械装置 
及び 
運搬具 

222,904 140,141 82,762

(有形固 
定資産) 
その他 

134,277 25,224 109,053

合計 357,182 165,366 191,815

区分 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 

相当額 
(千円) 

機械装置 
及び 
運搬具 

236,254 122,057 114,197

(有形固 
定資産) 
その他 

163,507 52,261 111,246

無形固定
資産 15,635 3,681 11,954

合計 415,398 177,999 237,398

区分
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装置
及び 
運搬具 

287,314 198,052 89,261

(有形固
定資産) 
その他 

168,557 37,352 131,205

無形固定
資産 15,635 1,840 13,795

合計 471,508 237,245 234,262

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

1年以内 52,175千円

1年超 144,994  

合計 197,170  

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

1年以内 77,067千円

1年超 165,860  

合計 242,927  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

1年以内 69,285千円

1年超 169,836  

合計 239,122  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 55,038千円

減価償却費 
相当額 

44,643  

支払利息相当額 9,138  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 40,294千円

減価償却費
相当額 

38,604

支払利息相当額 2,359  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 92,704千円

減価償却費
相当額 

88,339  

支払利息相当額 4,002  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については利息法によっており

ます。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成18年9月30日) 

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

2 その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

3 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

  
中間連結貸借

対照表計上額(千円) 
時価
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 国債・地方債等 ― ― ― 

(2) 社債 ― ― ― 

(3) その他 4,520 4,486 △33 

合計 4,520 4,486 △33 

  取得原価(千円)
中間連結貸借

対照表計上額(千円) 
差額 
(千円) 

(1) 株式 269,538 699,436 429,898 

(2) 債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

(3) その他 30,300 29,554 △745 

合計 299,838 728,991 429,152 

(注)減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

  中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券   

割引商工債券 60,734 

利付商工債券 6,360 

(2) その他有価証券   

非上場株式 440,154 



当中間連結会計期間(平成19年9月30日) 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

2 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

  取得原価(千円)
中間連結貸借

対照表計上額(千円) 
差額 
(千円) 

(1) 株式 270,487 473,032 202,545 

(2) 債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

(3) その他 20,400 20,034 △365 

合計 290,887 493,067 202,179 

(注)減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

  中間連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券   

割引商工債券 55,693 

利付商工債券 4,520 

(2) その他有価証券   

非上場株式 105,181 



前連結会計年度(平成19年3月31日) 

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

2 その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

3 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

  

前へ   次へ 

  
連結貸借対照表計上額

(千円) 
時価
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 国債・地方債等 ― ― ― 

(2) 社債 ― ― ― 

(3) その他 1,340 1,330 △9 

合計 1,340 1,330 △9 

  取得原価(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額 
(千円) 

(1) 株式 268,622 613,461 344,839 

(2) 債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

(3) その他 30,300 30,141 △158 

合計 298,922 643,603 344,680 

(注)減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行うこととしております。 

  連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) 満期保有目的の債券   

割引商工債券 55,777 

利付商工債券 6,360 

(2) その他有価証券   

非上場株式 504,036 



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年9月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

(注)1.時価の算定方法 

為替予約取引……先物相場を使用しております。 

オプション取引…主たる金融機関から提示された価格によっております。 

2.上記デリバティブ取引については、金融商品会計の適用に伴い時価評価しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年9月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

(注)1.時価の算定方法 

為替予約取引……先物相場を使用しております。 

オプション取引…主たる金融機関から提示された価格によっております。 

2.上記デリバティブ取引については、金融商品会計の適用に伴い時価評価しております。 

  

(単位：千円) 

  契約額等
契約額のうち

1年超 
時価 評価損益

市場取引以外の取引         

 為替予約取引         

  買建 米ドル 145,078 ― 150,782 5,703 

 オプション取引         

  売建 米ドル 519,840 259,920 8,772 20,105 

  (オプション料) (28,878) (17,242)     

  買建 米ドル 259,920 129,960 11,862 2,303 

  (オプション料) (9,559) (4,488)     

合 計 ― ― ― 28,113 

(単位：千円) 

  契約額等
契約額のうち

1年超 
時価 評価損益

市場取引以外の取引         

 為替予約取引         

  買建 米ドル 286,089 ― 281,162 △4,926 

 オプション取引         

  売建 米ドル 259,920 ― 2,235 15,006 

  (オプション料) (17,242) (―)     

  買建 米ドル 129,960 ― 6,370 1,882 

  (オプション料) (4,488) (―)     

合 計 ― ― ― 11,962 



前連結会計年度末(平成19年3月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

(注)1.時価の算定方法 

為替予約取引……先物相場を使用しております。 

オプション取引…主たる金融機関から提示された価格によっております。 

2.上記デリバティブ取引については、金融商品会計の適用に伴い時価評価しております。 

  

(単位：千円) 

  契約額等
契約額のうち

1年超 
時価 評価損益

市場取引以外の取引         

 為替予約取引         

  買建 米ドル 189,486 ― 192,520 3,033 

 オプション取引         

  売建 米ドル 389,880 129,960 3,665 20,084 

  (オプション料) (23,750) (9,326)     

  買建 米ドル 194,940 64,980 10,644 3,710 

  (オプション料) (6,934) (2,186)     

合 計 ― ― ― 26,828 



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

1.当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 20,206千円 

2.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

  

  平成18年新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 4名、当社の監査役 1名 

当社子会社の取締役 11名、当社子会社の監査役 2名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 28,400株 

付与日 平成18年7月24日 

権利確定条件 － 

対象勤務期間 － 

権利行使期間 

平成18年7月25日～平成48年6月30日。 

ただし、当社および当社子会社の常勤取締役または常勤監査

役を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り行

使することが出来る。 

権利行使価格 1円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 530円 

  第4回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 4名、当社の従業員 5名 

当社子会社の取締役 11名、当社子会社の従業員 70名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 226,000株 

付与日 平成18年7月24日 

権利確定条件 

付与日(平成18年7月24日)から権利確定日(平成20年7月24日)

まで当社または当社の子会社のいずれかに在籍しているこ

と。 

対象勤務期間 平成18年7月24日～平成20年7月24日 

権利行使期間 平成20年7月25日～平成26年6月30日 

権利行使価格 909円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 180円 

  第5回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社の従業員 3名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 4,000株 

付与日 平成18年8月25日 

権利確定条件 

付与日(平成18年8月25日)から権利確定日(平成20年8月25日)

まで当社または当社の子会社のいずれかに在籍しているこ

と。 

対象勤務期間 平成18年8月25日～平成20年8月25日 

権利行使期間 平成20年8月26日～平成26年6月30日 

権利行使価格 877円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 209円 



当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

1.当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 28,033千円 

2.当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

(注)1.権利確定条件は付しておりません。 

2.対象勤務期間は定めておりません。 

  

  

  平成19年新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 5名、当社の監査役 1名 

当社子会社の取締役 8名、当社子会社の監査役 2名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 38,900株 

付与日 平成19年7月27日 

権利確定条件 － (注1) 

対象勤務期間 － (注2) 

権利行使期間 

平成19年7月28日～平成49年6月30日。 

ただし、当社および当社子会社の常勤取締役または常勤監査

役を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り行

使することが出来る。 

権利行使価格 1円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 369円 

  第6回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 5名、当社の従業員 7名 

当社子会社の取締役 8名、当社子会社の従業員 66名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 224,000株 

付与日 平成19年7月27日 

権利確定条件 

付与日(平成19年7月27日)から権利確定日(平成21年7月27日)

まで当社または当社の子会社のいずれかに在籍しているこ

と。 

対象勤務期間 平成19年7月27日～平成21年7月27日 

権利行使期間 平成21年7月28日～平成27年6月30日 

権利行使価格 644円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 146円 



  

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

1.当連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 30,416千円 

2.当連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

  

  

前へ     

  平成18年新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 4名、当社の監査役 1名 

当社子会社の取締役 11名、当社子会社の監査役 2名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 28,400株 

付与日 平成18年7月24日 

権利確定条件 － 

対象勤務期間 － 

権利行使期間 

平成18年7月25日～平成48年6月30日。 

ただし、当社および当社子会社の常勤取締役または常勤監査

役を退任した日の翌日から10日を経過するまでの日に限り行

使することが出来る。 

権利行使価格 1円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 530円 

  第4回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役 4名、当社の従業員 5名 

当社子会社の取締役 11名、当社子会社の従業員 70名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 226,000株 

付与日 平成18年7月24日 

権利確定条件 

付与日(平成18年7月24日)から権利確定日(平成20年7月24日)

まで当社または当社の子会社のいずれかに在籍しているこ

と。 

対象勤務期間 平成18年7月24日～平成20年7月24日 

権利行使期間 平成20年7月25日～平成26年6月30日 

権利行使価格 909円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 180円 

  第5回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社の従業員 3名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 4,000株 

付与日 平成18年8月25日 

権利確定条件 

付与日(平成18年8月25日)から権利確定日(平成20年8月25日)

まで当社または当社の子会社のいずれかに在籍しているこ

と。 

対象勤務期間 平成18年8月25日～平成20年8月25日 

権利行使期間 平成20年8月26日～平成26年6月30日 

権利行使価格 877円 

1株当たり付与日における公正な評価単価 209円 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

及び前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)において、当社グループは、その主な事業として「各種合成樹脂と

繊維・紙等の複合素材製品」の製造及び販売を行っております。全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める

「各種合成樹脂と繊維・紙等の複合素材製品」事業の割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

及び前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要

な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)、当中間連結会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)

及び前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売

上高の記載を省略しております。 

  



(1株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

 (1) 1株当たり純資産額 

  

 (2) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

1株当たり純資産額 932円81銭 1株当たり純資産額 970円47銭 1株当たり純資産額 951円60銭

1株当たり中間純利益 58円98銭 1株当たり中間純利益 37円24銭 1株当たり当期純利益 83円87銭

潜在株式調整後 
1株当たり中間純利益 

58円75銭
潜在株式調整後
1株当たり中間純利益 

36円70銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 

83円49銭

項目 
前中間連結会計期間末
(平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成19年 9月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年 3月31日) 

中間連結貸借対照表(連結貸借対照
表)の純資産の部の合計額(千円) 

10,457,496 10,297,087 10,235,509 

普通株式に係る純資産額(千円) 10,272,810 10,241,604 10,032,446 

差額の主な内訳(千円)       

新株予約権 20,206 55,482 30,416

少数株主持分 164,479 ― 172,646

普通株式の発行済株式数(株) 12,613,037 12,613,037 12,613,037 

普通株式の自己株式数(株) 1,600,239 2,059,752 2,070,322

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株) 

11,012,798 10,553,285 10,542,715 

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日)

中間(当期)純利益(千円) 658,678 392,896 923,023 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

658,678 392,896 923,023

期中平均株式数(株) 11,167,330 10,550,478 11,005,455 

潜在株式調整後1株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(株) 

 

新株予約権 43,370 154,940 50,418 

普通株式増加数(株) 43,370 154,940 50,418 

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後1株当たり中間(当期)純
利益の算定に含まれなかった潜在
株式の概要 

潜在株式の種類 
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 455,000株 
この詳細については、第
4提出会社の状況1株式等
の状況(2)新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。 

潜在株式の種類
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 661,500株 
この詳細については、第
4提出会社の状況1株式等
の状況(2)新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。 

潜在株式の種類 
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 450,000株 
この詳細については、第
4提出会社の状況1株式等
の状況(2)新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。 



 (重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(自己株式取得の件) 

 当社は、会社法第165条第2項の規

定(定款授権に基づく取締役会決議

による自己株式の買受け)に基づき

自己株式(当社普通株式)を取得いた

しました。 

①取得の方法  東京証券取引所に

おける市場買付け 

②取得した株式の数  70,000株 

③取得価額の総額 52,565千円 

④取得した時期  平成18年11月20

日～同年12月19日 

――――― ――――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(%) 金額(千円)
構成比
(%) 金額(千円) 構成比

(%) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

1. 現金及び預金   10,315     29,323     17,849    

2. 売掛金   9,555     11,235     9,555    

3. その他   265,139     154,228     349,948    

流動資産合計     285,009 3.1   194,787 2.0   377,353 4.0

Ⅱ 固定資産                    

1. 無形固定資産   1,304     940     1,122    

2. 投資その他の資産                    

(1) 投資有価証券   8,960,892     9,249,015     8,960,892    

(2) その他   53,333     59,122     52,382    

計   9,014,225     9,308,138     9,013,275    

固定資産合計     9,015,529 96.9   9,309,078 98.0   9,014,397 96.0

資産合計     9,300,539 100.0   9,503,866 100.0   9,391,751 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成18年9月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年9月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(%) 金額(千円)
構成比
(%) 金額(千円) 構成比

(%) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

1. 短期借入金   950,000     1,340,000     1,315,000    

2. 未払法人税等   1,212     873     1,210    

3. 賞与引当金   836     1,300     1,100    

4. 役員賞与引当金   1,900     3,650     ―    

5. その他   37,371     113,459     71,742    

流動負債合計     991,320 10.7   1,459,284 15.3   1,389,053 14.8

Ⅱ 固定負債                    

1. 長期未払金   ―     12,125     18,344    

2. 退職給付引当金   12,711     12,906     12,943    

3. 役員退職慰労引当金   18,344     ―     ―    

固定負債合計     31,055 0.3   25,031 0.3   31,288 0.3

負債合計     1,022,376 11.0   1,484,315 15.6   1,420,341 15.1

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

1. 資本金     2,143,700 23.0   2,143,700 22.5   2,143,700 22.8

2. 資本剰余金                    

(1) 資本準備金   4,843,038     4,843,038     4,843,038    

資本剰余金合計     4,843,038 52.1   4,843,038 51.0   4,843,038 51.6

3. 利益剰余金                    

(1) 利益準備金   149,245     149,245     149,245    

(2) その他利益剰余金                    

別途積立金   1,970,000     1,970,000     1,970,000    

繰越利益剰余金   669,468     711,076     697,607    

利益剰余金合計     2,788,714 30.0   2,830,322 29.8   2,816,852 30.0

4. 自己株式     △1,517,496 △16.3   △1,852,992 △19.5   △1,862,598 △19.8

株主資本合計     8,257,956 88.8   7,964,068 83.8   7,940,992 84.6

Ⅱ 新株予約権     20,206 0.2   55,482 0.6   30,416 0.3

純資産合計     8,278,162 89.0   8,019,550 84.4   7,971,409 84.9

負債純資産合計     9,300,539 100.0   9,503,866 100.0   9,391,751 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 営業収益     380,535 100.0   300,135 100.0   661,071 100.0

Ⅱ 営業費用     169,920 44.7   201,232 67.0   315,324 47.7

営業利益     210,614 55.3   98,903 33.0   345,747 52.3

Ⅲ 営業外収益     477 0.2   2,135 0.7   1,027 0.1

Ⅳ 営業外費用 ※1   6,074 1.6   11,792 4.0   15,433 2.3

経常利益     205,017 53.9   89,246 29.7   331,341 50.1

税引前中間(当期) 
純利益    205,017 53.9 89,246 29.7   331,341 50.1

法人税、住民税 
及び事業税   △184,227   △28,865 △197,789   

法人税等調整額   165,014 △19,212 △5.0 △7,612 △36,477 △12.2 166,633 △31,155 △4.7

中間(当期)純利益     224,229 58.9   125,724 41.9   362,496 54.8

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

  

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  株主資本

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計  
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

  別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 568,944 △1,289,788 8,385,139

中間会計期間中の変動額              

剰余金の配当(注)         △112,826   △112,826

役員賞与(注)         △7,800   △7,800

中間純利益         224,229   224,229

自己株式の取得           △230,789 △230,789

自己株式の処分         △3,078 3,081 3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)              

中間会計期間中の変動額合計(千
円) － － － － 100,524 △227,707 △127,183

平成18年9月30日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 669,468 △1,517,496 8,257,956

  

新株予約権 純資産合計
  

  

  

平成18年3月31日残高(千円) － 8,385,139

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当(注)   △112,826

役員賞与(注)   △7,800

中間純利益   224,229

自己株式の取得   △230,789

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 20,206 20,206

中間会計期間中の変動額合計(千円) 20,206 △106,976

平成18年9月30日残高(千円) 20,206 8,278,162



当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  

  

  株主資本

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計  
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

  別途積立金 繰越利益剰余金 

平成19年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 697,607 △1,862,598 7,940,992

中間会計期間中の変動額              

剰余金の配当         △105,427   △105,427

中間純利益         125,724   125,724

自己株式の取得           △199 △199

自己株式の処分         △6,827 9,806 2,978

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)              

中間会計期間中の変動額合計(千
円) － － － － 13,469 9,606 23,075

平成19年9月30日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 711,076 △1,852,992 7,964,068

  

新株予約権 純資産合計
  

  

  

平成19年3月31日残高(千円) 30,416 7,971,409

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △105,427

中間純利益   125,724

自己株式の取得   △199

自己株式の処分   2,978

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額) 25,065 25,065

中間会計期間中の変動額合計(千円) 25,065 48,141

平成19年9月30日残高(千円) 55,482 8,019,550



前事業年度の株主資本等変動計算書(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

  

  

  株主資本

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計  
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

  別途積立金 繰越利益剰余金 

平成18年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 568,944 △1,289,788 8,385,139

事業年度中の変動額              

剰余金の配当         △222,954   △222,954

役員賞与         △7,800   △7,800

当期純利益         362,496   362,496

自己株式の取得           △575,891 △575,891

自己株式の処分         △3,078 3,081 3

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)              

事業年度中の変動額合計(千円) － － － － 128,663 △572,810 △444,146

平成19年3月31日残高(千円) 2,143,700 4,843,038 149,245 1,970,000 697,607 △1,862,598 7,940,992

  

新株予約権 純資産合計
  

  

  

平成18年3月31日残高(千円) － 8,385,139

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △222,954

役員賞与   △7,800

当期純利益   362,496

自己株式の取得   △575,891

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 30,416 30,416

事業年度中の変動額合計(千円) 30,416 △413,730

平成19年3月31日残高(千円) 30,416 7,971,409



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

1 有価証券の評価基

準及び評価方法 

有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法によっております。 

有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

2 固定資産の減価償

却の方法 

無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能

期間(5年間)に基づく

定額法によっておりま

す。 

無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

同左 

無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

同左 

3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき当中間会

計期間負担額を計上し

ております。 

(1) 賞与引当金 

同左 

(1) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見

込額を計上しておりま

す。 

  (2) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備

えるため、支給見込額

に基づき当中間会計期

間負担額を計上してお

ります。 

(2) 役員賞与引当金 

同左 

(2) 役員賞与引当金 

――――― 

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末

において発生している

と認められる額を計上

しております。 

数理計算上の差異

は、翌事業年度に一括

処理することとしてお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異

は、翌事業年度に一括

処理することとしてお

ります。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

  (4) 役員退職慰労引当金 

平成17年3月末をも

って役員退職慰労金制

度を廃止しておりま

す。 

なお、廃止までの要

支給額を役員退職慰労

引当金として計上して

おります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

――――― 

(4) 役員退職慰労引当金 

――――― 

4 その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜方式によってお

ります。 

なお、「仮払消費税

等」及び「仮受消費税

等」は相殺し、「未払

消費税等」として流動

負債の「その他」に含

めて表示しておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は税抜方式によってお

ります。 

  (2) 連結納税制度の適用 

当中間会計期間から

連結納税制度を適用し

ております。 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用

しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結

納税制度を適用してお

ります。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

 当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月9日 企業会計基準第5

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準適用指

針第8号)並びに改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

最終改正平成18年8月11日 企業会

計基準第1号)及び「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 最終改正平成18年8月11日

企業会計基準適用指針第2号)を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は8,257,956千円

であります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第8号)並

びに改正後の「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 最終改正平

成18年8月11日 企業会計基準第1

号)及び「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 最終改

正平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第2号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は7,940,992千円で

あります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当中間会計期間から「企業結合

に係る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第7号)並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第10号)を適用

しております。 

――――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当事業年度から「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会 平

成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第7号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」(企業会計基準

委員会 最終改正平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号)

を適用しております。 

(ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

 当中間会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第8号)

及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 最終改正平成18

年5月31日 企業会計基準適用指針

第11号)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が20,206千

円減少しております。 

――――― (ストック・オプション等に関する

会計基準等) 

 当事業年度から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第8号)及び

「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年5月

31日 企業会計基準適用指針第11

号)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が30,416千

円減少しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第4号)を適用しておりま

す。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が1,900千円

減少しております。 

――――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計

基準第4号)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が3,800千円

減少しております。 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

―――― (役員退職慰労金) 

平成17年3月末をもって役員退

職慰労金制度を廃止しておりま

す。 

従来、廃止までの要支給額を、

役員退職慰労引当金として表示し

ておりましたが「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会 改正平成19年4月13

日 監査・保証実務委員会報告第

42号)が公表されたことにより、

前事業年度から長期未払金として

表示しております。 

(役員退職慰労金) 

平成17年3月末をもって役員退

職慰労金制度を廃止しておりま

す。 

従来、廃止までの要支給額を、

役員退職慰労引当金として表示し

ておりましたが「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会 改正平成19年4月13

日 監査・保証実務委員会報告第

42号)が公表されたことにより、

当事業年度から長期未払金として

表示しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

該当事項はありません。 
  
  

(中間損益計算書関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

※1 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,063千円

※1 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 11,792千円

※1 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 12,043千円

2 減価償却実施額 

無形固定資産 181千円

2 減価償却実施額 

無形固定資産 181千円

2 減価償却実施額 

無形固定資産 364千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   市場買付けによる増加       273,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加     78株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   ストック・オプションの行使による自己株式の交付   3,200株 

  

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加    330株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   ストック・オプションの行使による自己株式の交付  10,900株 

  

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   市場買付けによる増加       743,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加    161株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   ストック・オプションの行使による自己株式の交付   3,200株 

  

  

  

(リース取引関係) 
  

前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)、当中間会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)、前事業

年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)において、リース取引はないため、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)、当中間会計期間(自平成19年4月1日 至平成19年9月30日)、前事業

年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはないため、該当事項

はありません。 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 1,330,361 273,078 3,200 1,600,239

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 2,070,322 330 10,900 2,059,752

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,330,361 743,161 3,200 2,070,322



(1株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

 (1) 1株当たり純資産額 

  

 (2) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

1株当たり純資産額 749円85銭 1株当たり純資産額 754円65銭 1株当たり純資産額 753円22銭

1株当たり中間純利益 20円08銭 1株当たり中間純利益 11円92銭 1株当たり当期純利益 32円94銭

潜在株式調整後 
1株当たり中間純利益 

20円00銭
潜在株式調整後
1株当たり中間純利益 

11円74銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 

32円79銭

項目 
前中間会計期間末
(平成18年 9月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年 9月30日) 

前事業年度末 
(平成19年 3月31日) 

中間貸借対照表(貸借対照表)の純
資産の部の合計額(千円) 

8,278,162 8,019,550 7,971,409 

普通株式に係る純資産額(千円) 8,257,956 7,964,068 7,940,992 

差額の主な内訳(千円)       

新株予約権 20,206 55,482 30,416

普通株式の発行済株式数(株) 12,613,037 12,613,037 12,613,037 

普通株式の自己株式数(株) 1,600,239 2,059,752 2,070,322

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株) 

11,012,798 10,553,285 10,542,715 

項目 
前中間会計期間

(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日)

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純利
益(千円) 

224,229 125,724 362,496

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円) 

224,229 125,724 362,496

期中平均株式数(株) 11,167,330 10,550,478 11,005,455 

潜在株式調整後1株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた普通
株式増加数の主要な内訳(株) 

      

 新株予約権 43,370 154,940 50,418 

普通株式増加数(株) 43,370 154,940 50,418 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間(当期)純利
益の算定に含まれなかった潜在株式
の概要 

潜在株式の種類
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 455,000株 
この詳細については、
第4提出会社の状況1株
式等の状況(2)新株予約
権等の状況に記載のと
おりであります。 

潜在株式の種類
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 661,500株 
この詳細については、第
4提出会社の状況1株式等
の状況(2)新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。 

潜在株式の種類 
 新株予約権 
潜在株式の数 
 普通株式 450,000株 
この詳細については、第
4提出会社の状況1株式等
の状況(2)新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。 



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日) 

(自己株式取得の件) 
 当社は、会社法第165条第2項の規
定(定款授権に基づく取締役会決議
による自己株式の買受け)に基づき
自己株式(当社普通株式)を取得いた
しました。 
詳細については、「第5 経理の

状況 1 中間連結財務諸表等(重要
な後発事象)」に記載のとおりであ
ります。 

――――― ――――― 



(2) 【その他】 

平成19年10月23日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ)中間配当による配当金の総額    105,532千円 

(ロ)1株当たりの金額            10円 

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日   平成19年12月3日 

(注)平成19年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度(第44期)(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)平成19年6月25日関東財務局長に提出。 

  

(2) 臨時報告書 

平成19年7月17日関東財務局長に提出。 

証券取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプションとしての新株

予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。(第6回新株予約権分) 

  

(3) 臨時報告書の訂正報告書 

平成19年7月27日関東財務局長に提出。 

上記平成19年7月17日提出の臨時報告書の訂正報告書であります。 

  

(4) 自己株券買付状況報告書 

報告期間(自平成19年 3月 1日 至平成19年 3月31日)平成19年 4月10日関東財務局長に提出。 

報告期間(自平成19年 4月 1日 至平成19年 4月30日)平成19年 5月14日関東財務局長に提出。 

報告期間(自平成19年 5月 1日 至平成19年 5月31日)平成19年 6月 7日関東財務局長に提出。 

報告期間(自平成19年 6月 1日 至平成19年 6月30日)平成19年 7月10日関東財務局長に提出。 

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

ウェーブロックホールディングス株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウェーブロックホー

ルディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年

9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、ウェーブロックホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間からストック・

オプション等に関する会計基準が適用されることとなるため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

平成18年12月26日 

取 締 役 会   御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  三 添  禎 四 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山 田     努  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

ウェーブロックホールディングス株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウェーブロ

ックホールディングス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、ウェーブロックホールディングス株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

平成19年12月11日 

取 締 役 会   御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  三 添  禎 四 郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  山 田     努  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

ウェーブロックホールディングス株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウェーブロックホー

ルディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9

月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を

行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ウェー

ブロックホールディングス株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間からストック・オプショ

ン等に関する会計基準が適用されることとなるため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

平成18年12月26日 

取 締 役 会   御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  三 添  禎 四 郎  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  山 田     努  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

ウェーブロックホールディングス株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているウェーブロ

ックホールディングス株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第45期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平

成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ウェー

ブロックホールディングス株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

平成19年12月11日 

取 締 役 会   御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  三 添  禎 四 郎  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  山 田     努  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 
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